
地域加算に係る診療報酬上の評価の在り方について  

1．現行の診療報酬上の言判面の概  

○ 平成6年度診療報酬改定において、地域差の是正を図る観点から、医業経営   

における地域差に配慮し、入院環境料（＊）に対する地域加算を創設  

＊ 平成12年以降は、現行の入院基本料、特定入院料に対する加算  

○ 地域加算は、別に厚生労働大臣が定める地域区分（＊）による地域に所在す   

る保険医療機関に対し、4区分に分けて加算している。  

区分   点数   主な地域   

1種地域   18点  東京都特別区  

2種地域   15点  八王子市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市 等  
地域加算  

3種地域   9点  イ列野市、福岡市 等  

4種地域   5点  札幌市、仙台市、さいたま市、干葉市、奈良市、広島市 等   

＊ 別に厚生労働大臣が定める地域区分lこついては、国家公務員給与の   

調整手当の地域区分を基礎としている  

○ 診療報酬における地域加算は、国家公務員給与の調整手当の支給割合及び支   

給区分を基礎としているところであるが、本年の国家公務員給与に係る人事院   

勧告においては、   

・官民格差の大きさ等を考慮し、月例給を引き下げ   

・現行の調整手当に替え、新たに地域手当を新設し、支給地域及び支給割  

合について、現行の4区分から、新たに6区分に分類   

等とする勧告がなされ（別紙1）、先般、勧告どおり、給与関係法の改正が行わ   

れ、平成18年4月から施行されることとなった。（別紙2）   



○ 国家公務員給与の地域手当の新設に伴い、地域加算における地域区分等につ   

いても同様に、見直すことを検討してはどうか。  
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